
条 例 見 直 し 調 書 

 作 成 年 度 平成 20 年度 

条 例 名 神奈川県水防協議会条例 

条 例 番 号 昭和 24 年神奈川県条例第 50 号 法 規 集 第 11 編第 7章 

所 管 部 局 室 課 県土整備部河川課 

条 例 の 概 要 水防法第８条の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議す

る神奈川県水防協議会の組織などについて必要な事項を定めている。 

視  点 検  討  内  容 備   考 

必要性 

 

水防法第７条第２項により、知事は水防計画を変更す

るときなどは、水防協議会（設置しない場合は防災会議）

に諮るとされており、同法第８条第１項及び附属機関の

設置に関する条例により県水防協議会が設置されてい

る。 

水防計画は、水防の具体的な体制や活動について定め

るもので、専門性が高く、その審議を行う協議会は必要

である。協議会の組織及び運営については、同法第８条

第５項に基づき条例の制定が必要である。 

 

有効性 協議会は、水防計画その他水防に関する重要な事項を

調査審議させることを目的に設置されたもので、例年、

水防計画の変更について調査審議しており、有効に機能

している。 

 

近年の開催状況 

･平成 20 年 4月 11 日 

･平成 19 年 4月 12 日 

･平成 18 年 4月 14 日 

･平成 17 年 6月 6 日 

･平成 16 年 4月 15 日 

効率性 協議会の委員は、水防に携わる行政機関･民間企業等の

代表者、県議会議員計 16 人で構成されており、調査審議

自体は効率的に実施されている。 

しかし、協議会における会議の種類や運営方法等は、

より効率的な協議会運営のため、改正を検討する必要が

ある 

委員：知事他合計 16 名 

(行政機関代表者 12 名/民

間企業等代表者 3 名/県議

会議員 1名) 

基本方針適

合性 

協議会を原則公開としており、「行政システム改革基本

方針」及び「附属機関等の設置及び会議公開等運営に関

する要項」の考え方に合致している。 

また、協議会において調査審議する水防計画は、「神奈

川力構想」における「政策の基本方向」に適合している。

 

適法性 水防法に基づく協議会としての必要な事項を定めてい

る条例であり、憲法、法令に抵触しない内容である。 

 

 

検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討 

その他   

理    由 特 記 事 項 
見

直

し

結

果 

改正・廃止の必要はない。 

 

改正・廃止

現在でも

必要な条

例か。 

現行の内

容で課題

が解決で

きるか。 

現行の内容

で効率的と

いえるか。 

県政の基本

的な方針に

適合してい

るか。 

を検討する。 

 

より効率的な協議会運営を行うた

め、会議の種類や運営方法を見直し、

時代に即した表現など用語の整理も

含め、検討する。 

 

次回見直し予定 未定 見直し規定の有無     有  無 

憲法、法令

に抵触しな

いか。 

 

 


